
住民税の非課税相当限度額表

(注）　世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者（収入金額１０３万円以下の者）
・扶養親族（１６歳未満の者を含む）

※申請者が申請時点において、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当　収入限度額は２０４．３万円となります。

　世帯の人数により、非課税相当額はかわります。申請を希望される方は、世帯の人数をお確かめのうえ、令和５年１月以降の
任意の１ケ月をもとに収入又は所得を計算し、表の限度額以下となる場合には、必要書類を準備のうえご申請をお願いいたします。

世帯の人数(注） 非課税相当　収入限度額

２人 １３７．８万円

３人 １６８．０万円

（例）夫(婦)子１人

（例）夫婦子１人

世帯構成の例

１９４．８万円

４人 ２０９．７万円

５人 ２４９．７万円

６人 ２８９．７万円

（例）夫婦子２人

（例）夫婦子３人

（例）夫婦子４人

非課税相当　所得限度額

８２．８万円

１１０．８万円

１３８．８万円

１６６．８万円


